
介護保険担当  

 

 

資  料  

第９期（令和６年度～令和８年度）　基準月額５９００円　(年額７万８００円)

（単位：円） （単位：円）

月額保険料 第８期からの

年額保険料 金額増減

老齢福祉年金受給者

課税年金
3687.5

(2861.5)

0

(▲88.5)

収入額と
4万4250

(3万4338)

0

(▲1062)

その他の
4071

(4041.5)

▲354

(▲88.5)

合計所得
4万8852

(4万8498)

▲4248

(▲1062)

金額の 4720 0

合計 5万6640 0

5900 0

7万800 0

6490 0

7万7880 0

7375 0

8万8500 0

8850 0

前年中の 10万6200 0

合計所得 1万30 0

金額 12万360 0

1万1210 0

13万4520 0

1万2980 0

15万5760 0

1万4160 0

16万9920 0

1万5635 0

18万7620 0

1万7110 0

20万5320 0

※第１段階から第３段階の（　）内は，公費による保険料軽減措置後の値です。

所得段階

対象者（第１号被保険者）

第１段階

基準額に対す

る負担割合市町村民税

課税状況
要件

本

人

非

課

税

者

８０万円以下
3万2214

(2万178)

▲3186

(▲1062)

世帯全員が

非課税者

生活保護受給者

中国残留邦人等支援給付受給者

0.455

(0.285)

2684.5

(1681.5)

▲265.5

(▲88.5)

第３段階 １２０万円超
0.69

（0.685）

第２段階
８０万円超～

１２０万円以下

0.625

（0.485）

同世帯に

課税者あり

第５段階 ８０万円超 1

第４段階 ８０万円以下 0.8

第７段階
１２０万円以上～

２１０万円未満
1.25

第６段階

本

人

課

税

者

１２０万円未満 1.1

第９段階
３２０万円以上～

４００万円未満
1.7

第８段階
２１０万円以上～

３２０万円未満
1.5

第11段階
６００万円以上～

１０００万円未満
2.2

第10段階
４００万円以上～

６００万円未満
1.9

第14段階 ３０００万円以上 2.9

第13段階
１５００万円以上～

３０００万円未満
2.65

第12段階
１０００万円以上～

１５００万円未満
2.4


